
12月16日(金)、国土交通省は令和5年度税制改正の要望結果を
発表しました。このなかで、航空連合が関係各所に対して繰り返し
強く要請してきた航空機燃料税の複数年度にわたる減免措置が実現
することとなりました（NEWS EXPRESS 23-89/24-11/24-21など）。
具体的には、国内線に課せられている本則26,000円/klについて、

令和4年度は13,000円/klに減免されていましたが、令和5・6年度
も13,000円/klが維持され、さらに令和7・8年度は15,000円/kl、
令和9年度は18,000円/klと、5か年にわたり減免が継続されます。
航空機燃料税の減免があらかじめ5か年にわたって決定されるのは、
昭和47年の税創設以来、初めてのことです。

なお、航空機燃料税の減免とともに航空連合が求めていた地球
温暖化対策税の還付措置の延長（3年間）、航空機に使用する部分
品等に係る関税の免税措置の延長（3年間）も実現しました。
航空連合は引き続き、日本の航空関連産業の健全な発展や、公平

な競争環境の整備に向けた政策実現に取り組んでいきます。
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航空機燃料税 経年推移（本則1klあたりの税額・円）
今回の措置内容

減免

https://www.jfaiu.gr.jp/files/news/9e41d80855b7cb1e97070411beb0655e.pdf
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